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地域密着型事業所の指定及び指定更新について 

 

１．指定更新について 

 

  指定期間（6年）が満了するため指定を更新する市内事業者 

No 事業所名 サービス種類 指定期間 所在地 施設概要 

①  社会福祉法人五常会 

中津川市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆう

わ苑 

地域密着型通所

介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
令和 8年 4月 1日～ 

令和 14 年 3 月 31 日 

中津川 

3367-1 定員 18 名 

②  社会福祉法人五常会 

瀬戸の里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

地域密着型通所

介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 

令和 8年 4月 1日～ 

令和 14 年 3 月 31 日 

瀬戸 

1387-8 
定員 18 名 

③  社会福祉法人和敬会倶楽部 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふくろうの杜 

地域密着型通所

介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
令和8年7月18日～ 

令和 14 年 7 月 17 日 

苗木 

4002 定員 18 名 

④  株式会社やさか 

小規模多機能型ホーム Do愛 

小規模多機能型

居宅介護 
令和8年3月15日～ 

令和 14 年 3 月 14 日 

坂下 

931-1 

登 録 定 員

25 名 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜根拠法令＞ 

  介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号） 

（指定地域密着型サービス事業者の指定）    

第七十八条の二 

７ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項

第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらか

じめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ

るために必要な措置を講じなければならない。 
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２．新規指定について 

 

新規に指定する市外事業所 

No 事業所名 サービス種類 指定期間 所在地 

①  一般社団法人Live link 

介護まちなか相談所 

介護予防支援 令和 7年 11 月 1 日～ 

令和 13 年 10 月 31日 

恵那市岩村町262番地1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜根拠法令＞ 

  介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号） 

（指定介護予防支援事業者の指定）    

第百十五条の二十二 

４ 市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、

当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるため

に必要な措置を講じなければならない。 
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① 中津川市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆうわ苑 

② 瀬戸の里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

③ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふくろうの杜 

 

サービス内容と指定基準 

サービス種別 地域密着型通所介護 （ デイサービス ） 

利用定員 同一時間帯に１８人以下 

サービス内容 

利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、生

活機能の維持または向上をめざし、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、利用者の社会的孤立感の解消と心身の機能の維持、利用者の家

族の身体的・精神的負担の軽減を図るものです。 

職員基準 

・管理者：常勤専従（管理上支障のない場合は、事業所の職務または同一敷地

内他事業所職務との兼務可） 

サービスの提供に必要な知識・経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修

了している者 

・生活相談員：提供日ごとに、１名以上が必要です。 

・看護職員：サービス提供の単位ごとに１名以上が必要です。 

 ただし、利用定員１０名以下の場合は、看護職員も含めて、介護職員の人員

配置の考えで配置可能。 

・介護職員：利用者数が１５人までは、専従の介護職員を１名以上必要と 

なります。利用者数が１５名を超える場合は、５人おきに専従の介護職 

員をプラスします。 

・機能訓練指導員：１名以上必要です。（他の職務にも従事できる） 

設備の基準 

 

・食堂及び機能訓練室の合計面積が、利用定員×３㎡以上 

・それぞれに支障のない場合は、同一の場所でも可 

・相談室は遮へい物の設置等 

運営内容 

 

・心身の状況の把握 

・居宅介護支援事業者等との連携 

・通所介護計画の作成 

・サービスの提供の記録 

・地域連携として運営推進会議の設置が必要（利用者、地域住民の代表者 

＜代表者は町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等＞、市町村職員等 
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④ 小規模多機能型ﾎｰﾑ Do 愛 

 

サービス内容と指定基準 

サービス種別 小規模多機能型居宅介護 

利用定員 登録定員 ２９人以下 利用定員は１８人以下 

サービス内容 

利用者が、その居宅において、能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を

組み合わせて、入浴・排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生

活相談や健康状態の確認や機能訓練等のサービスを提供することで居宅におけ

る生活の継続を支援するものです。 

職員基準 

・管理者：常勤専従（管理上支障のない場合は、事業所の職務または他の事業

所、施設等の職務との兼務可） 

３年以上認知症であるものの介護経験を有し、・認知症対応型サービス事業

者管理者研修を修了している者 

・看護職員（看護師または准看護師）：従業者のうち１名以上。 

・介護職員：日中（通所）：利用者３人おきに１名（常勤換算） 

      日中（訪問）：１名（常勤換算） 

      夜間 ：夜勤１名、宿直１名（随時訪問サービスに支障がない 

体制を確保できれば、省略可） 

・計画作成担当者：専従（利用者の処遇に支障のない場合は、事業所の職務ま

たは同一敷地内他事業所職務との兼務可） 

介護支援専門員資格者・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の受

講者 

設備の基準 

 

・居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備を備える 

・居間及び食堂については、機能を発揮しうる適当な広さを確保（利用定員が

１５人を超える場合は、、利用定員×３㎡以上） 

・宿泊室については、7.43 ㎡以上の個室 

・住宅地または、住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保され

る地域の中にあること。 

運営内容 

 

・心身の状況の把握 

・要介護認定の申請にかかる援助 

・小規模多機能型居宅介護計画及び居宅介護サービス計画の作成 

・サービスの提供の記録 

・地域連携として運営推進会議の設置が必要（利用者、地域住民の代表者＜代

表者は町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等＞、市町村職員等 
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事業所実地指導 報告書 

 

【実施の目的等】 

 ・介護保険法第 23 条に基づき、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正

化を図ることを目的として実施。 

実地指導計画に基づく定期的な指導の一環として実地指導を行った。 

 

 

 

① 中津川市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆうわ苑 

実施日時：令和 7 年 1 月 23 日（木）実施 

     →概ね適正な運営が確認された 

 

≪現地（口頭）指摘事項≫ 

・重要事項説明書について、第三者評価の実施状況を記載すること。  
・感染症に係る業務継続計画の内容が、新型コロナウイルスに限定されたものになって

いるので、内容のアップデートをすること。 
 

 

② 瀬戸の里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

実施日時：令和 5 年 11 月 10 日（金）実施 

     →概ね適正な運営が確認された 

 

≪現地（口頭）指摘事項≫ 

・重要事項説明書の苦情相談先が高齢支援課になっているので介護保険課に改めるよう

指導 

 

 

 

③ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふくろうの杜 

実施日時：令和 7 年 1月 21 日（火）実施 

     →概ね適正な運営が確認された 

 

≪現地（口頭）指摘事項≫ 

・感染症に係る業務継続計画の内容が、新型コロナウイルスに限定されたものになって

いるので、内容のアップデートをすること。 
・今後カスタマーハラスメント対策についての取り組みを進めると良い。 

 ・今後は運営推進会議の会議録を公表すること。 
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④ 小規模多機能型ﾎｰﾑ Do 愛 

実施日時：平成 29 年 11 月 1 日（水）実施 

     →概ね適正な運営が確認された 

 

≪現地（口頭）指摘事項≫ 

 ・鉢植えの植物が移動しやすいようキャスター付の台に置かれていた。安定性の面から

好ましくない旨を伝える。 

 ・事務所及びリビングでの基本理念及び運営理念の掲示がないのですぐに改善するよう

伝える。 

 


